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障発０３２９第４１号 

令和６年３月２９日 

 

 

   都道府県知事 

各 指定都市市長 殿 

  中核市市長  

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について 

 

厚生労働大臣の定める事項及び評価方法（令和３年厚生労働省告示第 88号。以下「スコ

ア告示」という。）については令和３年３月 23日に公布され、令和３年４月１日から施行さ

れたところです。その実施に伴う留意事項は下記のとおりですので、その取扱いに遺漏のな

いよう関係者に対し、周知徹底をお願いします。 

 


